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寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和６年９月13日（金）午後１時25分から午後１時50分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第２委員会室
３　出席委員（14名）　※番号は席番号
１番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　　２番　滝本　多美子
４番　南　　昌男（会長）　　　　　　　　　６番　津澤　謙次
７番　枡井　信仁　　　　　　　　　　　　　８番　金谷　伸太郎（農政企画委員長）
９番　川口　茂明（農地調整委員長）　　　  10番　筏　　眞智子
11番　田伐　厚子　　　　　　　　　    　  12番　森田　隆義
13番　小橋　牧子       　　　　　　　　 　14番　田中　久治
16番　田中　悦子　　　　　　　　　　　　  17番　溝口　透（会長職務代理者）
４　欠席委員（３名）
３番　入江　剛　　　　　　　　　　　　　　５番　川口　智之
15番　堤下　敏
５　遅刻委員（０名）
　　
６　議事日程
第１   議案第10号　農地法第３条第１項による許可について
第２　 議案第11号　都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく特定農地貸付けの承認申請について
第３　 報告第18号　使用目的変更承認願に係る専決報告について
第４　 報告第19号　現況証明願について
　 ７　農業委員会事務局職員

　  次長　法元　俊行　　　　　　　　　　　　　職員　谷内　奈央
    職員　築山　瑞紀
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後１時25分　開会　）
議長（南会長）　ただいまから９月の委員会総会を始めさせていただきます。
　　　　　　　　本日は、委員３名が欠席でございます。委員17名のうち14名が出席し、

出席委員は過半数以上で総会は成立いたします。
寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますため、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第10号「農地法第３条第１項による許可について」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　まず始めに、農地法第３条第１項による許可申請が必要なものとは、農地を農地のまま使用する耕作目的であるもので、親族の方に贈与する身内内贈与の場合や、農業経営拡大を考えている方に売却や貸付をする場合です。
農地法第３条第１項による許可申請があった場合には、農業委員会が委員　会総会において、許可・不許可を決定するにあたり、農地調整委員会で行っている農地の現地確認や譲り受けられる方から聞き取りをするなど、農地法に定められている許可要件を満たしているか確認する必要があります。
その許可要件の判断基準については、主に３つございます。
まず「全部効率利用要件」があり、譲受人が申請地の所有権や貸借権を取　　得後に、耕作することが見込まれるかどうか、また、現在所有されている、あるいは借りられている農地が遊休農地になっていないか、無断転用していないか等を確認し、今後その方が所有及び借り受けしている農地のすべてを耕作されるかどうかを判断するものでございます。
２つ目に、農作業常時従事要件について、譲受人の年間耕作日数によって判断するものです。農林水産省の定めでは、原則年間150日以上耕作する見込みが必要です。ただし、150日未満であっても農作業を行う必要があると認められる場合に限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認める場合もあるとされております。大阪府においては年間60日以上であれば、特段理由のない限り農作業に常時従事しているとみなしています。
そして３つ目に、地域との調和要件については、地域の水利調整への参加や、地域の農薬の使用方法といった、周辺農地の農業上の利用に、支障をきたすおそれがないと認められることが必要です。
（議案第10号　件番１朗読）
件番１につきまして、９月４日に農地調整委員会が開催され、現地確認及　　び譲受人に聴聞を行い、審議いたしました。
場所は、第二京阪道路沿い北側、国道170号大阪外環状線の東側でございます。

当該地は、昨年度の農地パトロールで遊休農地として判別された農地で、その後、本市産業振興室で行っているマッチング事業へ登録をしており、被設定人とマッチングが成立しましたので、申請がありました。

全部効率利用要件について、新規就農をめざすということで借り受けられますので、他に所有及び借受けている農地はございません。

許可後は、ハウスを建てサボテンを栽培される予定です。

通作距離は約3.5㎞、車で約12分です。

そして、農作業常時従事要件については、被設定人が年間約300日従事されるとのことです。
地域との調和要件については、地域の水利調整への参加や、地域の農薬の使用方法といった、周辺農地の農業上の利用に、支障をきたすおそれがないと認められるため、問題ございません。
現況は写真のとおりです。
以上でございます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。
この件は、９月４日の農地調整委員会で審議しましたので、農地調整委員長から追加の説明等がございましたらお願いします。
　農地調整委員長　現在は遊休農地となっていますが、被設定人の方がここを整地されて、ビニールハウスで観賞用のサボテンを栽培されるとのことで借り受けられるそうです。
新規就農であることも含めて、地区担当委員、定期的に確認していただく　　ようにお願いいたします。
　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長から説明がありました。
件番１に関しては、農地パトロールの際などで、確認をしていくこととします。
この件について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
件番１について、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
ご異議がないようですので許可いたします。
　　　　　　次に、「議案第11号　都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく特定
農地貸付けの承認申請について」事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　　　　　　　　　 （議案第11号　件番１朗読）
件番１につきまして、９月４日に農地調整委員会が開催され、現地確認及び譲受人に聴聞を行い、審議いたしました。
場所は、寝屋川消防署の南側でございます、

１区画約10㎡を12区画、約20㎡を12区画、約30㎡を６区画の、合計30区画の貸農園を開設されます。
金額は、１㎡あたり年額1,800円で貸付される予定です。

水に関しては、計画図のとおり中央に水道を設置され、自転車等については、全体でＬ字になっている土地の東側が、同じ方所有の雑種地であり、そこに置場を設けるとのことです。
開設にあたり、本市産業振興室が行っている貸農園整備事業補助金を活用される予定です。

以上でございます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。
この件は、９月４日の農地調整委員会で審議いたしましたので、農地調整委員長から追加の説明等がございましたらお願いします。
　農地調整委員長　この件も、９月４日の農地調整委員会の際、確認しました。
ご覧のとおり、良い感じに田んぼを作っていただいていますが、所有者はご高齢ということで貸農園にされるそうです。申請者は貸農園開設、運営の実績があるところなので問題ないかと思われます。
　議長　　　　　　この件について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。それでは、件番１について、承認するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご異議がないようですので承認いたします。
次に、「報告第18号　使用目的変更承認願に係る専決報告について」事務
局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　案件のご説明の前に、「使用目的変更承認願」についてご説明いたします。
農地は通常作付けをしますが、200㎡未満の面積で耕作に必要な農業用倉庫　を建てる場合、農地に30㎝以上盛土をし、高畑や高田として使用される場合には、農地法等による申請等はございませんが、本市独自で事前に届出いただいております。
（報告第18号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は大阪市水道局豊野浄水場の西側でございま　す。
令和５年11月に自宅横の納屋を息子の家を建てるために撤去することに　伴い、当該地に新たに農業用倉庫を建築するということで、承認願があったものですが、実際に建築したところ面積の変更があったため、変更の届出がありました。

　　　　　　　　　現況は写真のとおりです。

以上でございます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。
倉庫建てたら面積が違ったということですか。
　事務局　　　　　敷地面積が変わったとのことです。
　議長　　　　　　他に何かご質問等はございますか。
（「なし」の声あり）

　議長　　　　　　ご質問等がないようです。
それでは、次の報告に移らせていただきます。
報告第19号「現況証明願について」事務局から説明をお願いします。
（報告第18号　件番１朗読）
　事務局　　　　　件番１につきまして、場所は、府道18号枚方交野寝屋川線の北側でございます。
本件は、７月25日に受付を行い、８月２日に地区担当委員と現地確認をし、８月５日に会長専決により証明書を発行いたしました。
平成24年５月31日に宅地を畑として利用するために購入し、その後現在まで野菜等を作っているため、現況に合わせて地目を変更したいとのことで証明願がありました。
現況は写真のとおりです。
以上でございます。

　議長　　　　　　ただいま、事務局からの説明がありました。
この件に関しまして、地区担当委員から追加の説明等がございましたらお願いします。
　地区担当委員　　何年も前から耕作されていることを確認しておりますので、問題ないかと思います。
　議長　　　　　　 課税はどうなっているのですか。
　事務局　　　　　宅地で課税されています。
総会が終わりましたら、毎月固定資産税担当に情報共有をしていますので、来年度から課税変更となります。

　議長　　　　　　他に何かご質問等はございますか。
（「なし」の声あり）
本日の議案・報告は以上となります。事務局から連絡事項等があれば説明をお願いします。
　議長　　　　　　以上をもちまして、９月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後１時50分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。

令和６年９月13日

寝屋川市農業委員会
会長　南　　昌　男
署名委員　　　　　　　　　　　　
署名委員　　　　　　　　　　　　
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